
様式２

（７）変更の年月日　(注４)

注１：以下のいずれかを記載
　①提供を求める利用特定個人情報の追加又は削除
　②準ずる先の法定事務の変更
　③提供を求める利用特定個人情報の追加又は削除及び準ずる先の法定事務の変更
　④その他
注２：「（３）変更の内容」で選んだ変更内容について、その詳細を記載
注３：以下のいずれかを記載
　①根拠規範の変更によるもの
　②準ずる先の法定事務を変更するもの
　③準ずる先の法定事務において提供を求める利用特定個人情報の追加・削除があったもの
　④その他
注４：条例改正の施行日など、届出事項の変更の事実が発生した日を記載

（５）変更の理由　(注３)

（６）変更の理由の詳細（（5）で
「その他」を選んだ時のみ記載）

（３）変更の内容　(注１)

（４）変更の内容の詳細　(注２)

提供を求める特定個人情報に準ずる法定事務以外の事務に
おいて照会可能な特定個人情報のうち、健康保険法、船員
保険法、国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する
法律による保険給付並びに共済組合等に関する保険給付の
資格者等に関する情報を追加

（１）事務の名称
山口市ひとり親家庭医療費助成要綱（平成17年10月1日制
定）によるひとり親家庭等の母子又は父子の医療費の助成
に関する事務であって規則で定めるもの

（２）届出番号 3

記

独自利用事務に係る利用特定個人情報の提供の求めに係る届出事項の変更の届出書

令和6年9月20日　　　

個人情報保護委員会　あて

山口市長

　下記のとおり独自利用事務に係る利用特定個人情報の提供の求めに係る届出事項を変更し
たいので、番号法第19条第９号に基づく個人情報保護委員会規則第３条第５項の規定により
届け出ます。


